
第１回 

戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等

に関する有識者会議 

資料 
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（１）戦没者の遺骨収集事業及び指定法人について 
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概要 

○ 昭和２７年度以来、厚生労働省では、海外の戦没者の遺骨収容を実施。 

 
 
 
 
 

海外戦没者概数 
 約240万人 

 収容遺骨概数   約127万柱 

 未収容遺骨概数  約113万柱 
  うち   ①海没遺骨              約30万柱 
     ②相手国事情により収容が困難な遺骨  約23万柱 
       上記①②以外の未収容遺骨（最大）    約60万柱 平成29年6月末現在 

これまでの遺骨収集事業の推移 

第１次 
昭和27年～32年 

第２次 
昭和42年～47年 

第３次 
昭和48年～50年 

昭和51年 
～平成17年 

平成18年～ 

・収容遺骨数 
 約11万5千柱 

・収容遺骨数 
     約10万柱 

・収容遺骨数 
  約8万6千柱 

 
・収容遺骨数 
   約3万柱 
  

陸海軍部
隊の復員
時や引揚
時に送還
した遺骨 

 
 
 

約９３万 
  ２千柱 

 
 
 

・ 旧主要戦域と

なった各地を船
舶で巡航して実
施。 

・ もっぱら戦没者

の象徴遺骨（遺
骨の一部）を収
容、昭和32年度
に政府事業とし 
ては、概了。 

・ 旧戦域に数多くの

遺骨が放置されて
いるとの遺族や戦
友の指摘、旧戦域
の開発等により、
遺骨が発見される
事例が多くなって
いることを踏まえ、
改めて計画的な遺
骨収集を実施（６
年計画）。 

・ 航空便の利用や

現地住民を雇用し
て実施。 

・ 遺骨収容に国民の

関心が高まったこと
（横井庄一氏救出）、
戦後30年が近かっ

たことにより、遺骨
収集の充実強化を
図る（３年計画）。 

 

・ 相手国の事情等

で収容できなかっ
たが、新たに収骨
が可能となった地
域等について継続
的に遺骨収集を
実施。 

 

・ 遺骨情報の減少

等により、収容が
困難になりつつ
あったため、民間
団体等の協力を
得て海外未収容
遺骨の集中的な
情報収集を開始。 

・収容遺骨数 
  約1万2千柱 

その後 
も､遺族 
や戦友 
による 
独自活 
動継続 

昭和48年度から民間団体に対する補助事業を実施 
（昭和48年度～：2/3補助、平成13年度～：3/3補助） 

(注1) 遺骨収集事業による収容遺骨数 約34万柱 
 
(注2) 戦没者概数  約310万人  

遺骨収容の作業風景 
（上下ともにロシアの遺骨収容作業風景） 

 
 

 

遺
骨
収
集
推
進
法
に
よ
り
平
成
36
年
度
ま
で
を 

集
中
実
施
期
間
と
し
て
取
組
を
促
進 
平成
28年 

戦没者の遺骨収集事業の概要 
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政府派遣による戦没者の遺骨の収容状況 

政府派遣による戦没者遺骨収容状況（平成28年度まで） 

※1 その他は、ニューカレドニア、香港、オーストラリア、アメリカ 
※2 地域不明区分の遺骨については、大使館等で受領した遺骨で収容した地域の情報がないことにより地域を特定できないもの 

地    域 平１８まで １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 合計(柱) 

硫 黄 島 8,387 43 26 51 822 344 266 166 42 23 17 10,187 

沖    縄 50,550 96 80 173 128 159 103 262 194 111 29 51,885 

中部太平洋 59,307 11   58 26 588 219 45 62 51 87 60,454 

ﾀｲ･ﾏﾚｰｼｱ･ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 2,171                     2,171 

ミャンマー 31,021         7     1 11 10 31,050 

北ボルネオ 1,585                     1,585 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(西ｲﾘｱﾝを除く) 826     10           2   838 

西イリアン 8,643 115 108 291 216   134 282 61     9,850 

フィリピン 84,170 161 1,230 7,740 6,289   1 1 1 4   99,597 

東部ニューギニア 16,965 94 112 415 214 171 98 202 272 147 112 18,802 

ﾋﾞｽﾏｰｸ･ｿﾛﾓﾝ諸島 26,734 119 148 102 165 280 298 1,433 650 508 326 30,763 

インド 2,533         9           2,542 

千島・樺太・ｱﾘｭｰｼｬﾝ 555   3   4   2 8 11 31 7 621 

旧ソ連・モンゴル<抑留> 18,078 95 307 95 219 296 97 115 143 157 267 19,869 

旧ソ連 16,577 95 307 95 219 296 97 115 143 157 267 18,368 

モンゴル 1,501                   1,501 

中国東北地方（ﾉﾓﾝﾊﾝを含む） 1,075 26 24 30 14 129 4 5     20 1,327 

中国本土 368                     368 

台湾・北朝鮮・韓国 674                   1 675 

ﾍﾞﾄﾅﾑ･ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ･ﾗｵｽ 3                     3 

その他 ※1 184                 1 1 186 

地域不明 ※2 3           1 2   8 4 18 

計   (柱） 313,832 760 2,038 8,965 8,097 1,983 1,223 2,521 1,437 1,054 881 342,791 
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【国の責務】 

 ・ 国が戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、確実に実施 

 ・ 平成28年度から平成36年度までの間を戦没者の遺骨収集の推進施策の集中実施期間とすること 

 ・ 厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集の円滑・確実な実施を図るため、外務大臣、防衛大臣等と連携協力を図ること 

【基本計画に基づく実施】 

 ・ 政府は、戦没者の遺骨収集の推進に関する基本計画（平成36年度までの集中実施期間）を策定 

 ・ 政府は、地域の状況に応じた計画的・効果的な遺骨収集を実施 

【実施法人の指定】 

 ・ 戦没者の遺骨収集に関する活動を行うことを目的とし、情報収集、遺骨の収容、送還等を適正かつ確実に行うことが

できると認められる一般社団法人又は一般財団法人を厚生労働大臣が指定 

【その他】 

 ・ 政府の財政上の措置等    

 ・ 情報収集及び分析 

 ・ 関係国政府等の理解と協力 

 ・ 鑑定等の体制整備  

［厚生労働省設置法の改正］ 

 ・ 戦没者の遺骨の収集等を厚生労働省の所掌事務として法律上明示 

［施行期日］ 

 平成28年４月１日 

平成27年９月11日、衆議院厚生労働委員長提出。同日衆厚労委・衆議院で可決（全会一致）、参議院は継続審議へ。 
平成28年２月18日、参厚労委可決、２月24日、参議院で修正を経て可決（全会一致）、衆議院へ回付。３月23日、衆厚労委可決、３月24日、衆議院で可決、
成立（全会一致）。 

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律（平成28年法律第12号）概要 
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部隊記録等の記録資料から、戦
没者をある程度特定できる場合
はDNA鑑定を実施 

 

①海外資料調査 
・米国、豪州、英国の国立公文

書館等で戦闘日誌等を調査 

  
②現地調査 
・東部ﾆｭｰｷﾞﾆｱ、ﾋﾞｽﾏｰｸ･ｿﾛﾓﾝ諸

島、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾊﾟﾗｵ
諸島、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾏﾘｱﾅ諸島の７
地域で実施 

  
③戦友等からの情報提供 

情報収集 

 
①埋葬地の特定等 
  
②相手国政府等と調整 
  
③遺骨収集実施計画の策定 
 
 
 

遺骨収集計画の策定 

 

①遺骨収容作業 
  
②人種鑑定 
・我が国の戦没者の遺骨である

ことを確認 

  
③遺骨の日本への送還 
 
 

遺骨収集 

 

 遺族への引渡し 

 

遺骨の引渡し 
 

 千鳥ヶ淵戦没者墓苑に納骨 

 

納骨 

遺骨収集事業の流れ 
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↑米国国立公文書館外観 

海外資料調査とは 

 交戦国国立公文書館等に所蔵されている、交戦国陸海軍部隊等が作成した、第二次世界
大戦中及び戦後直後の戦闘報告書、医療関係記録、捕虜関係記録、地図、写真、映像等か
ら、日本人戦没者の埋葬等に関する記述を抽出・取得・分析することにより、有効な遺骨
情報を収集する。 

平成２８年度は以下の施設で資料調査を実施した。 
 ○米国国立公文書館（メリーランド州） 
 ○豪州国立公文書館（キャンベラ） 
 ○オーストラリア戦争記念館（キャンベラ） 
 ○英国国立公文書館（ロンドン） 

↓資料調査の作業風景（米国国立公文書館内） 

ソロモン諸島・ガダルカナル島において旧日本兵
が亡くなった日時や場所を示していると思われる
記述。 

東部ニューギニア・フィン
シュハーフェン地域における
埋葬地の位置を示している。 

↓資料実物（文章） 

↑資料実物（地図） 

海外資料調査 
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＜現地調査の概要＞ 

日本国内及び海外において未送還の遺骨情報収集及び現地調査（試掘）を実施する事業（指定法人へ委託） 

各地域毎に現地事情に精通した民間団体の協力を得て実施 

 ○ 日本国内での情報収集方法… 戦友会等からの聞き取り、文献調査 

 ○ 海外での情報収集方法… 現地住人からの聞き取り、現地調査 

（参考）「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画・（２）集中実施期間」より抜粋 

平成２９年度までに今次の大戦の交戦国の国立公文書館等に所蔵されている文書等の収集や戦没者の遺骨収集を実施する地域における現地調査といった戦没

者の遺骨収集に必要な情報の収集に集中的に取り組み、それらの情報等をもとに戦没者の遺骨収集を実施するものとする。 

＜実施地域＞ 

（注）上記のうち、フィリピンおよびインドネシアについては事業再開に向けた協議を進めている。 

戦没者の遺骨収集を実施する地域における現地調査 

調査員 

情報提供者 

聞き取り 踏査 試掘 

① フィリピン 

② 東部ニューギニア 

③ ビスマーク・ソロモン諸島 

④ インドネシア 

⑤ パラオ 

⑥ ミャンマー 

⑦ マリアナ諸島 
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遺骨収集作業の流れ 

重
機
に
よ
る
作
業 

手
掘
り
作
業 

現地 

派遣団 

団長 団員 

指定法人 

指定法人構成団体 

派遣 厚生労働省 契約 

指定法人構成団体の会員 
 ・ 戦没者の子 
 ・ 戦友 
 ・ 学生ボランティア 等 

指定法人職員 

現地収容作業の様子 

10



 
派遣団から厚生労働省へ収容した遺骨の引渡
しをおこなう。引渡しを受けた遺骨は厚生労
働省にある霊安室に安置され、DNA鑑定又は
納骨される。 

遺骨送還後の流れ 

 
 
○ 平成15年度から、戦没者の遺骨を関係遺族へお返しするため、ＤＮＡ鑑

定を開始 
○ ＤＮＡ鑑定の専門家で構成される「戦没者遺骨のＤＮＡ鑑定人会議」に

おいて、戦没者の遺骨と関係遺族に係る個別のＤＮＡ鑑定を実施 
○ 遺留品や埋葬者名簿等のＤＮＡ型情報以外の遺骨の身元を特定しうる情

報と併せて、遺族を特定 
○ 平成29年度からは、DNA鑑定の対象となる遺骨について、歯に加えて、

四肢骨も検体として採取（これまで、古い遺骨でも比較的ＤＮＡ型情報
の保存状態が良いとされる歯を検体として、ＤＮＡ鑑定を実施） 

１．ＤＮＡ鑑定の取組 

ＤＮＡ鑑定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔検体の特殊性〕 
・ 南方地域は、気候が高温多湿であるとともに、戦闘地域であったことか

ら埋葬されず、雨風等の影響により、遺骨の保存状況が悪い。 
・ 長期間経過した遺骨ではＤＮＡの損壊が著しく、ＤＮＡが抽出できない

場合や、抽出できてもＤＮＡの一部が損壊しており、鑑定に使用できる
部分が一部に留まる場合がある。 

・ よって、限られたＤＮＡ情報に基づき鑑定を行うため、偶然の一致によ
り血縁関係の識別の確からしさが同程度になる対象者が複数あらわれ、
結果として、血縁関係を決定できない鑑定結果となることがある。 

遺族への
案内 

 

12,598
件 

２．ＤＮＡ鑑定の実績 （平成29年５月末現在） 

DNA鑑定 
申請数 

 

3,106件 
（うち、取
り下げ等
69件） 

鑑定数 
 

 
3,037件 

身元判明 
 1,084件

※ 
 

身元否定 
1,517件 

鑑定中436件 

※内訳 
 旧ソ連
 1,072件 
 南方等  
 12件 

遺骨引渡式 

 
身元の判明しない遺骨を焼骨の上、千鳥ヶ淵
戦没者墓苑に納骨する。 

納骨 

 
DNA鑑定等により身元を特定した遺骨を遺族
に伝達する。 

遺骨伝達 

↑引渡式の様子 

身元が特定でき
なかった場合 

身元特定した 
場合 
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・遺骨収集 
・情報収集 
（資料調査、現地調査） 

 

 
 

・企画立案 
・資料分析 

 
 

 
 

  指定法人 
  指定前 

○ 情報収集及び遺骨収集を一括して指定法人へ業務委託し、より効率的かつ柔軟な体制で事業を実施 
○ 厚生労働省は、企画立案等に加え、より難度の高い調整業務を行い、遺骨収集を推進 

指定法人 

  指定法人 
  指定後 

・関係国政府との協議 
・現地地方行政機関と
の交渉 

・関係行政機関との連
携協力 

※国が現地政府等との協議等を主体的に実施する必要がある地域 例：フィリピン、ミャンマー 

・関係国政府と 
 の協議 
・現地地方行政 
 機関との交渉 
・関係行政機関 
 との連携協力 

⇒ 人員や日程面等での効率的かつ

柔軟な体制による遺骨収集の実施 

・関係国政府と 
 の協議 
・現地地方行政 
 機関との交渉 
・関係行政機関 
 との連携協力 

厚生労働省 

 
 

 
 

厚生労働省 

⇒ 収容未実施地域
等におけるより難
度の高い調整等 

・遺骨収集（※） 

・情報収集（※） 

・指定法人の 
指導、監督 

・企画立案 
・資料分析 

・遺骨収集 
・情報収集 
 （資料調査、現地調査） 

⇒ 情報の集中的な整

理分析による効率的
な計画作成 

厚生労働省と指定法人の役割分担 
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【法人の指定】 

  戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に基づき、戦没者の遺骨の情報収集・遺骨の収容、送還等を適
正かつ確実に行うことができる者として、厚生労働大臣が指定。 

 
【指定日】 平成28年8月19日 

【指定法人名】 「一般社団法人 日本戦没者遺骨収集推進協会」 

【指定法人の業務内容】  

 ・戦没者の遺骨の情報収集 

 ・未収容、未送還の遺骨の収容及び送還等  

【指定の経緯】 

 ・公募申請は１法人のみ 

 ・厚生労働省の評価委員会にて申請内容について評価し、その結果を踏まえ、厚生労働大臣が指定。 

 

【根拠法令】 
 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律（平成28年法律第12号）（抄）  
 第10条  厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集に関する活動を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務 
   を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定する 
   ことができる。 
   ２～４  略 
 第11条  指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 
   一 戦没者の遺骨収集のために必要な情報を収集すること。 
   二 戦没者の遺骨であって、いまだ収容され、又は本邦に送還されていないものを収容し、及び本邦に送還すること。 
   三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。 
  
   
     

戦没者の遺骨収集に関する活動を行う法人の指定 
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 国の行う戦没者の遺骨収及び関連する事業に対し、必要な協力を行うことによりこれらの事業の促進を図り、またこれら
の事業を通して遺骨収集に関する諸外国の理解の促進及び国際親善の増進に寄与すること。 

一般社団法人 日本戦没者遺骨収集推進協会の概要 ① 

１．目的 

 東京都港区虎ノ門2-5-21 寿ビル5階 （ホームページアドレス：http://jarrwc.jp/） 

２．設立 

４．事業 

５．社員（１２団体） 
 

 一般財団法人 日本遺族会  公益財団法人 大東亜戦争全戦没者慰霊団体協議会 

 一般財団法人 全国強制抑留者協会 東部ニューギニア戦友・遺族会 

 全国ソロモン会 水戸二連隊ペリリュー島慰霊会 

 特定非営利活動法人 太平洋戦史館 硫黄島協会 

 特定非営利活動法人 JYMA日本青年遺骨収集団 特定非営利活動法人 国際ボランティア学生協会 

 小笠原村在住硫黄島旧島民の会 特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会    

（１）国の行う戦没者の遺骨収集事業において、国から受託した事業 
（２）戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集事業 
（３）戦没者の慰霊事業に協力する関係各団体間の連絡調整業務  
（４）戦没者の慰霊事業に関連した国際交流の促進 
（５）その他前条の目的を達成するために必要な事業 

 平成28年７月１日 

３．所在地 
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【役員一覧】 

一般社団法人 日本戦没者遺骨収集推進協会の概要 ② 

会長（代表理事）  秀久  参議院議員 

副会長代表理事 眞野 章  一般社団法人 全国国民健康保険組合協会会長 

専務理事（代表理事） 竹之下 和雄  常勤役員 

理事 畔上 和男  一般財団法人 日本遺族会専務理事 

理事 圓藤 春喜  公益財団法人 大東亜戦争全戦没者慰霊団体協議会専務理事 

理事 森本 浩吉  東部ニューギニア戦友・遺族会事務局長 

理事 住田 陸快  全国ソロモン会副会長 

理事 影山 幸雄  水戸二連隊ペリリュー島慰霊会事務局長 

理事 岩渕 宣輝  特定非営利活動法人 太平洋戦史館会長理事 

理事 井上 達昭  特定非営利活動法人 ＪＹＭＡ日本青年遺骨収集団理事 

理事 渡邉 榮樹  特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会顧問 

監事 赤木 衛  特定非営利活動法人 ＪＹＭＡ日本青年遺骨収集団理事（代表） 

役職 人数 職務権限等 

会長 １名 一般法人法上の代表理事。この法人を代表し、法人の業務執行を行う。 

副会長 １名 一般法人法上の代表理事。会長の補佐を行う。 

専務理事 １名 

一般法人法上の代表理事。会長、副会長の補佐を行い、主に以下の業務を行う。 
① 事業計画（報告）書及び収支予算（決算）書の作成 ② 財産の管理及び会計処理 
③ 事務局職員の任免 ④ 理事会から委託された事項の処理 
⑤ 理事会の承認が必要な規則、規程等の原案作成 ⑥ 細則の制定及び改廃 

理事 ８名 理事会を構成し、法人の職務を執行する。 

監事 １名 
主に以下の職務を業務を行う。 
① 理事の職務及び法人の業務、財産状況の監査 ② 社員総会及び理事会で意見を述べること 
③ 理事の不正行為等の報告等 

６．役員 
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【主な業務内容】 

事業計画（報告）書等の作成 
法人の財産管理及び会計処理 
事務局職員の任免 
規則等の原案の作成 
その他理事会から委任された事項 

副会長代表理事 

専務理事（事務局長併任可） 

事務局長（専務理事併任） 

社員団体 
設立時１２団体 

理 事 会 
 

理事８名 
（会長、副会長、専務理事を入れ） 

計１１名 

社 員 総 会 

総務部長（１名） 
（事務局長併任） 

総務主任 
（１名） 

経理主任 
（１名） 

臨時嘱託職員 
（１名） 

会長代表理事 

総務部 

総合調整、財務全般、契約、総務全
般、職員の給与・福利厚生、広報、社
員総会、理事会関係 

情報収集部長（１名） 

未送還遺骨に関する情報収集 
公文書館等の調査、資料整理・分析等 
法人の活動の対外的な情報発信 
 

臨時嘱託職員 
（事務業務） 
（１名） 

臨時嘱託職員 
（通訳・翻訳） 

（１名） 

情報管理主任（２名） 

情報収集部 

【主な業務内容】 【主な業務内容】 

事業部長（１名） 

地域主任 
（国内） 
（１名） 

地域主任 
（東南・南アジア地域） 

（１名） 

地域主任 
（北方地域） 
（１名） 

地域主任 
（太平洋島嶼） 

（１名） 

事業単位派遣員 
（臨時職員） 

（4名） 

遺骨収集等事業の計画、結果報告 
遺骨収集等派遣の人員調整 
遺骨収集等事業における初心者研修の実施 

【主な業務内容】 

事業部 

（配置予定） 

（配置予定） 

監事（１名） 

派遣職員 
（６名） 

一般社団法人 日本戦没者遺骨収集推進協会の概要 ③ 

７．組織図 

常勤職員 15名 

臨時職員  7名 

事務局職員数（H29.10現在） 

Ｈ２８年度採用 
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（２）平成２８年度事業実績及び指定法人に対する指導監督について 
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（1）各国の国立公文書館等における資料調査 

（2）戦没者の遺骨収集を実施する地域における現地調査 

１ 情報の収集 

 

 地域毎に厚生労働省が民間団体に委託し、ホームページ等を通じ、広く国民に残存遺骨情報の提供の呼びかけを行う
ほか、現地の事情に精通している者を現地調査員等として選出し、地方政府関係者及び現地住民等から遺骨情報を収
集。遺骨情報を入手した場合には、遺骨所在地点まで踏査し遺骨の確認を実施。   

国 
厚生労働省（Ｈ28.4～H28.10） 指定法人（Ｈ28.11～H29.3） 

閲覧ファイル数 取得資料数（枚） 閲覧ファイル数 取得資料数（枚） 

米国  ６,４３０  １３,９７５  ２,３６８  １０,０２７ 

豪州  ２,４５２  １３,７３７  ２,０５３  ５,５８０ 

英国（事前調査）  ８９  １１５ ー － 

平成28年度 戦没者の遺骨収集事業実績 ① 

地    域 委託先 派遣数 

東部ニューギニア 一般財団法人 日本遺族会 ５派遣 

ビスマーク・ソロモン諸島 一般財団法人 日本遺族会 ５派遣 

インドネシア 特定非営利活動法人 太平洋戦史館 １派遣 

パラオ 水戸二連隊ペリリュー島慰霊会 ３派遣 

ミャンマー 特定非営利活動法人 ＪＹＭＡ日本青年遺骨収集団 ３派遣 
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地域※1 
収容柱数 

計 厚生労働省 指定法人 

東京都小笠原村硫黄島  １７ ９ ８ 

沖縄  ２９ ２９ ー 

中部太平洋（パラオ諸島、トラック諸島）  ８７ ６１ ２６ 

ミャンマー  １０ ー １０ 

東部ニューギニア  １１２ ー １１２ 

ビスマーク・ソロモン諸島  ３２６ ３ ３２３ 

樺太  ７ ７ ー 

旧ソ連  ２６７ ２６７ ー 

モンゴル（ノモンハン）  ２０ ２０ ー 

韓国  １ １ ー 

アメリカ  １ １ ー 

地域不明※2  ４ ４ ー 

合  計  ８８１ ４０２ ４７９ 

２ 戦没者の遺骨収集 

※１ 地域の区分については、戦域ごとで整理を行っている。 
※２ 地域不明区分の遺骨とは、大使館等で受領した遺骨で、収容した地域の情報がないことにより地域を特定できないものを指す。 

平成28年度 戦没者の遺骨収集事業実績 ② 

＜参考 平成２９年度４月～11月実施状況（平成２９年度は全て指定法人による収容）＞ 

地域 収容柱数 地域※1 収容柱数 

中部太平洋（トラック諸島） ０ 千島・樺太アリューシャン １８ 

ビスマーク・ソロモン諸島 １３７ 旧ソ連・モンゴル ２０９ 

インド ３ 硫黄島 １ 

合  計 ３６８ 
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地域 状況 平成２８年度実績 

フィリピン 

収容された遺骨にフィリピン人の遺骨が混入してい

るのではないかとの報道があり、平成22年から事業

が中断。 

平成２８年７月、同年９月、同年１２月、平成２９

年２月にフィリピン外務省等を訪問し、フィリピン

政府と覚書作成等に向けた協議を実施。 

中国本土、中国東北部 
（ノモンハンを含む） 

日中国交正常化後、中国紅十字会によって収集保管

されていた遺骨等1,412柱が日本に送還された以後、

遺骨収集は実施されていない。 

平成２８年６月、駐日中国大使館を訪問し、法の説

明及び戦没者の遺骨収集の実施に関する意見交換を

実施。 

インドネシア 

平成25年11月にパプア州における遺骨収集につい

て覚書を締結し、遺骨収集を行っていたが、平成27

年11月、更新がされずに失効。 

戦没者の遺骨収集を再開するため、平成２８年７月、

同年８月、同年１２月、平成２９年２月にインドネ

シア外務省等を訪問し、インドネシア政府と覚書の

再締結に向けた協議を実施。 

ウズベキスタン 宗教上の理由から遺骨収集が許可されない地域。 

平成２９年２月、ウズベキスタン共和国外務省を訪

問し、法の説明及び戦没者の遺骨収集の実施に関す

る意見交換を実施。 

平成28年度 戦没者の遺骨収集事業実績 ③ 

３ 関係国の政府等との協議等 
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法人運営 会計事務 遺骨収集等事業 

◎ 組織・運営体制 

 ○ 目的（非営利性） 

 ○ 体制 

 ○ 諸規程の整備状況 

 ○ 意思決定プロセス（理事会等） 

 ○ 監事監査 

 
◎ 役員・服務 
 ○ 役員の構成、選定手続き 
 ○ 服務規程 
 ○ 役員報酬 
 ○ 利害関係 
 

◎ 会計処理 

 ○ 適正実施に必要な経理的基礎 

 （債務超過） 

 ○ 経理規程や事務分担規程などの諸

規程の整備状況 

 ○ 内部牽制体制 

 ○ 調達事務（入札等）の適正性 

 ○ 給与規程等に基づく運営費支出の適

正性 

 ○ 帳簿や各種台帳の整備状況 

◎ 事業計画書・実績報告書等 

 ○ 提出時期、機関決定 

 ○ 事業実施地域の法令遵守等 

 ○ 自主事業による影響 

 

◎ 実施要綱や手順書に基づく 
 適正な事業実施 

 ○ 国内外における事業費支出の適正
性（支出額や対象外経費の確認） 

 ○ 収集手順や検体の取り扱い等の事

業実施状況 

指導監査にて確認 指導監督派遣・派遣報告書 
にて確認 

年一回 派遣毎 

指定法人に対する指導監督 ① 
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指定法人に対する指導監督 ② 

確認された事案 

口頭指摘 

文書指摘 

（1） 経費の未計上 
  本来、計上すべき経費が、未計上であったことを確認した。経理事務を行う体制の見直しを図るなどして、会計規程に基づく適正な会計処理を行

うよう指導。 
 
（2） 会計規程に基づかない決裁手続き  
  法人の会計規程第14条において、「支出の決定については、専務理事の決裁をもって執行する」と規定されているが、仮払金については部長まで

の決裁となっており、専務理事の決裁が行われていなかったため、会計規程に基づく適正な支出決定の決裁を行うよう指導。 
 
（3） 月次試算表等の作成 
  法人の会計規程において、毎月作成することとされている月次試算表や月次契約状況報告書が未作成となっていたため、会計規程に基づき、必要

な月次計算書等を作成するよう指導。 

（1） 社員総会等の議事録作成に不備があったもの   
   平成28年度の社員総会議事録及び理事会議事録を確認したところ、議事録署名人の署名がなされていない議事録が確認されたため、定款の規定に

基づき、社員総会及び理事会議事録に議事録署名人の署名を行うよう指導。 
 
（2） 会計帳簿等の整備 
   計算書類における各勘定科目の金額と総勘定元帳の不整合が確認されたため、経理事務を行う体制の見直しを図るなどして、計算書類及び主要簿

等の内容について再確認を行い、適正な計算書類を作成するよう指導。 

（1） 課題 
  平成28年度実績を対象とした指導監査において、主として、会計規程に基づく適正な会計処理が行われていなかったことが確認された。 
  また、指定法人へのヒアリングから、平成28年度の事業開始当初は、人員が不足している状況の中で事業を実施していたことが確認された。 
 
（2） 対処方針 
  経理事務体制が不十分であったことが、会計処理等の不適切な取扱いが生じた理由と考えられるため、経理事務を行う体制の見直しを図るなどし

て、会計規程に基づく適正な会計処理が行われるよう指導を行い、文書指摘を行った事項については、一定期間後に改善状況の報告を求める。 

今回の指導監査結果から見えた課題・対処方針 

指導監査日時 

平成29年11月13日（月）10:00～14:00 
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（３）その他 
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不適正経理事案 

１ 職員のコンプライアンス意識の向上 
 ・出張予定者に対する研修の実施や昇任により新たに発令対象となる職員全員に対して研修を実施する 
 ・従来の取扱いが安易に踏襲されることのないようにするために、部局間等における人事交流を積極的に推進する 

２ 前渡資金で支払可能な経費等の限定・適正化 
 ・現地において前渡資金による支払を行うことの適否、支払予定額及び精算額について精査する 
 ・これまで明確に定められていなかった事項（通行料等の経費、借上車両をキャンセルする場合や領収証書を徴することが困難である場

合の取扱いなど）についても、会計法令を踏まえて内規により明確化し、周知徹底を図る  

３ 詳細な記録の徹底 
 ・派遣先における行動記録に車両の使用時間なども明記し、適正性を局内でチェックできるようにする 
 ・雨天等により予定を変更した場合には、報告書及び行動記録に必ず記載するとともに、写真記録を残すこととする 

再発防止策 

○ 出張の手配業者を通じて現地における借上げ車両の領収書を水増し（車両の使用時間や単価を操作）することにより資金を捻出

し、その一部を目的外に使用した他、借上げ車両を出張用務に直接関係しない視察に使用したもの 

海外資料調査における不適正経理事案（平成29年１月） 

○ 平成23年度から28年度までの間に実施された海外遺骨等収集事業において、派遣に先立ち、援護局内の執務室等において、国内

旅行会社や国内の特定の法人に対して、前渡資金を支払っていたものが計４億５４０２万余円 

○ 使途が確認できないものが計８７９万余円、架空の名目で前渡資金の支払を行うなどしていたものが計５２万余円 

検査院指摘事項（平成29年1１月） 

前渡資金 … 派遣先の海外において支出するために、資金前渡官吏に任命された職員に前渡しされる現金。現金での支

払を派遣先で自ら行う場合に限り使用でき、支出にあたり領収証書を徴収。 

遺骨収集に係る前渡資金の不適正経理に対する再発防止策について 

24


